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◉
交
通
局
規
程
第
八
号

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、

「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に
送

信
す
る
」
を
削
り
、
「
施
行
文
書
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
は
、

法
令
等
」
を
「
は
、
東
京
都
交
通
局
電
子
署
名
規
程
（
令
和
六
年
交
通
局
規
程
第
九
号
）
」
に
改
め
、

「
、
必
要
に
応
じ
て
」
を
削
り
、
「
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

百
二
号
）
」
を
「
同
規
程
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
規
程
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
二
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
」
を
、
「
押
印
」
の
下
に
「
又
は
電
子
署

名
の
付
与
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
九
号

東
京
都
交
通
局
電
子
署
名
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
電
子
署
名
規
程

第
一
章

総
則

（
通
則
）

第
一
条

東
京
都
交
通
局
（
以
下
「
局
」
と
い
う
。
）
が
行
う
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

二

電
子
証
明
書

局
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
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事
項
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体

署
名
符
号
（
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
を
い
う
。
）
及
び

電
子
証
明
書
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

四

当
事
者
型
電
子
署
名

電
子
署
名
の
う
ち
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
用
い
て
行
う
電
子
署
名
を

い
う
。

五

部

東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
。
以
下
「
組
織
規

程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
定
め
る
部
を
い
う
。

六

事
業
所

組
織
規
程
別
表
に
掲
げ
る
事
業
所
の
う
ち
、
課
に
準
ず
る
取
扱
い
を
受
け
る
も
の
を

い
う
。

七

庶
務
主
管
課

部
又
は
事
業
所
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
る
課
を
い
う
。

八

庶
務
主
管
課
長

庶
務
主
管
課
の
長
を
い
う
。

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
及
び
適
用
除
外
）

第
三
条

局
が
行
う
電
子
署
名
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
が
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
性
を
確
認
で

き
る
も
の
と
し
て
企
画
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
電
子
署
名
を
付
与
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
章

当
事
者
型
電
子
署
名
の
取
扱
い

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
の
指
名
）

第
四
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
取
り
扱
う
部
又
は
事
業
所
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
（
以
下

「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
庶
務
主
管
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
等
）

第
五
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
企
画
担
当
部
長
が
こ
れ
を
行
い
、
管
理
者
に
交

付
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
交
付
申
請

書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
管
理
者
が
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
使
用
し
な
く
な
っ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
）

第
六
条

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
組
織
の
改
廃
、
更
新
等
の
た
め
使
用
し
な
く
な
っ
た
と

き
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
引
継
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
そ
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
企

画
担
当
部
長
に
速
や
か
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
画
担
当
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
署
名
符
号
及
び
電
子
証
明
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
抹
消
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
）

第
七
条

総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
担
当
課
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
発
行
し
、
又
は
更
新
し
た
と

き
は
、
東
京
都
交
通
局
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
整
理
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
担
当
課
長
は
、
当

該
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
係
る
東
京
都
交
通
局
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
（
別
記
第
三
号
様
式
）

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
の
指
名
等
）

第
八
条

管
理
者
の
下
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
（
以
下
「
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

取
扱
者
は
、
管
理
者
が
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

取
扱
者
は
、
管
理
者
の
命
を
受
け
て
当
事
者
型
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

４

管
理
者
又
は
取
扱
者
（
以
下
「
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
管
理
者
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
行
す
る
。

５

管
理
者
は
、
取
扱
者
を
指
名
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
企
画
担
当
部
長
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
保
管
）

第
九
条

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
常
に
堅
固
な
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、

紛
失
及
び
不
適
正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
勤
務
時
間
外
に

あ
っ
て
は
、
金
庫
等
に
保
管
し
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
取
扱
者
及
び
前

条
第
四
項
に
規
定
す
る
代
行
者
以
外
の
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
）

第
十
条

当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
電
子
署
名
使
用
簿
（
別
記
第
四
号

様
式
）
に
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
電
磁
的
記
録
（
次
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項
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
に
決
定
済
み
の
起
案
文
書
（
当
該
起
案
文
書
に
係

る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
事
案
の
決
定
に
用
い
た
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
こ
と
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
、
管
理
者
等
の
照
合

（
以
下
「
電
子
署
名
照
合
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
照
合
を
行
っ
た
結
果
、
当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
を
適
当
と
認

め
た
と
き
は
、
管
理
者
等
は
、
電
磁
的
記
録
に
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
し
た
と
き
は
、
管
理
者
等
は
、
決
定
済
み
の
起

案
文
書
の
公
印
照
合
・
押
印
欄
及
び
電
子
署
名
使
用
簿
（
別
記
第
四
号
様
式
）
の
付
与
者
欄
に
記
名

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

勤
務
時
間
外
に
あ
っ
て
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
使
用
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
章

補
則

（
事
故
報
告
）

第
十
一
条

管
理
者
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
直
ち
に
企
画
担
当
部
長
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
事
故
報
告
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）

に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
破
損
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
毀
損
又
は

パ
ス
ワ
ー
ド
の
忘
失
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

盗
難
、
紛
失
、
災
害
等
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
と
き
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
漏
え
い
し
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
が
不
正
に
使
用
さ
れ
、
又
は
不
正
に
使

用
さ
れ
得
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

（
調
査
等
）

第
十
二
条

管
理
者
は
、
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
適
宜
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
企
画
担
当
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
画
担
当
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
管
理
者
に

報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
企
画
担
当
部
長

が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
局
外
か
ら
」
を
「
局
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
局
長
」
を
「
水
道
局

長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
前
条
の
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
、

「
に
は
、
公
印
及
び
割
印
を
押
す
も
の
と
す
る
」
を
「
（
電
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
に
は
、
東
京
都
水

道
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公

印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
局
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
局
外
に
送
信

す
る
」
を
削
り
、
「
施
行
文
書
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
は
、

法
令
等
」
を
「
は
、
東
京
都
水
道
局
電
子
署
名
規
程
（
令
和
六
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二

号
）
」
に
改
め
、
「
、
必
要
に
応
じ
て
」
を
削
り
、
「
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
」
を
「
同
規
程
第
二
条
第
一
号
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す

る
」
を
「
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
規
程
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
二
項
の
」
に
改
め
、
「
押
印
」
の
下
に
「
又
は
電
子

署
名
の
付
与
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項

第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号

東
京
都
水
道
局
電
子
署
名
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
水
道
局
電
子
署
名
規
程

第
一
章

総
則

（
通
則
）

第
一
条

東
京
都
水
道
局
（
以
下
「
局
」
と
い
う
。
）
が
行
う
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

二

電
子
証
明
書

局
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

事
項
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体

署
名
符
号
（
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
を
い
う
。
）
及
び

電
子
証
明
書
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

四

当
事
者
型
電
子
署
名

電
子
署
名
の
う
ち
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
用
い
て
行
う
電
子
署
名
を

い
う
。

五

部

東
京
都
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
号
）
第
一
条

に
掲
げ
る
部
、
多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
調
整
部
、
給
水
管
理
事
務
所
、
研
修
・
開
発
セ
ン
タ
ー
、

水
運
用
セ
ン
タ
ー
、
水
質
セ
ン
タ
ー
、
水
源
管
理
事
務
所
、
支
所
、
浄
水
管
理
事
務
所
及
び
建
設

事
務
所
を
い
う
。

六

部
長

部
の
長
を
い
う
。

七

庶
務
主
管
課

部
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
る
課
を
い
う
。

八

庶
務
主
管
課
長

庶
務
主
管
課
の
長
（
総
務
部
に
あ
っ
て
は
、
総
務
部
調
整
担
当
課
長
）
を
い

う
。

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
及
び
適
用
除
外
）

第
三
条

局
が
行
う
電
子
署
名
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
が
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
性
を
確
認
で

き
る
も
の
と
し
て
企
画
調
整
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
電
子
署
名
を
付

与
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
章

当
事
者
型
電
子
署
名
の
取
扱
い

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
等
）

第
四
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
企
画
調
整
担
当
部
長
が
こ
れ
を
行
い
、
部
長
に

交
付
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
電
子

署
名
記
録
媒
体
交
付
申
請
書
に
よ
り
部
長
が
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
使
用
し
な
く
な
っ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
）

第
五
条

部
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
組
織
の
改
廃
、
更
新
等
の
た
め
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
引
継
書
に
よ
り
そ
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
企

画
調
整
担
当
部
長
に
速
や
か
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
画
調
整
担
当
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
、

当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
署
名
符
号
及
び
電
子
証
明
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
抹
消

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
）

第
六
条

総
務
部
情
報
化
推
進
担
当
課
長
（
以
下
「
情
報
化
推
進
担
当
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
電
子

署
名
記
録
媒
体
を
発
行
し
、
又
は
更
新
し
た
と
き
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
東
京
都
水
道
局
電

子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
を
作
成
し
、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
情
報
化
推
進
担
当
課
長
は
、
当
該
電
子
署

名
記
録
媒
体
に
係
る
東
京
都
水
道
局
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
の
指
名
等
）

第
七
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
取
り
扱
う
部
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
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い
う
。
）
を
置
き
、
庶
務
主
管
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

管
理
者
は
、
部
長
の
命
を
受
け
て
当
事
者
型
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
の
指
名
等
）

第
八
条

管
理
者
の
下
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
（
以
下
「
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

取
扱
者
は
、
管
理
者
が
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

取
扱
者
は
、
管
理
者
の
命
を
受
け
て
当
事
者
型
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

４

管
理
者
又
は
取
扱
者
（
以
下
「
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
管
理
者
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
行
す
る
。

５

管
理
者
は
、
取
扱
者
を
指
名
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
企
画
調
整
担
当
部
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
保
管
）

第
九
条

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
常
に
堅
固
な
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、

紛
失
及
び
不
適
正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
勤
務
時
間
外
に

あ
っ
て
は
、
金
庫
等
に
保
管
し
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
取
扱
者
以
外
の

者
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
）

第
十
条

当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
電
子
署

名
使
用
簿
（
以
下
「
使
用
簿
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付

与
し
よ
う
と
す
る
電
磁
的
記
録
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
に
決
定
済
み

の
起
案
文
書
（
当
該
起
案
文
書
に
係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
事
案
の
決

定
に
用
い
た
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
こ
と
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
添
え
、
管
理
者
等
の
照
合
（
以
下
「
電
子
署
名
照
合
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
照
合
を
行
っ
た
結
果
、
当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
を
適
当
と
認

め
た
と
き
は
、
管
理
者
等
は
、
電
磁
的
記
録
に
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
し
た
と
き
は
、
管
理
者
等
は
、
決
定
済
み
の
起

案
文
書
の
公
印
照
合
・
押
印
欄
及
び
使
用
簿
の
付
与
者
欄
に
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

勤
務
時
間
外
に
あ
っ
て
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
使
用
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
章

補
則

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
の
事
故
報
告
）

第
十
一
条

部
長
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
直
ち
に
企
画
調
整
担
当
部
長
に
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
事
故
報

告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
破
損
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
毀
損
又
は

パ
ス
ワ
ー
ド
の
忘
失
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

盗
難
、
紛
失
、
災
害
等
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
と
き
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
漏
え
い
し
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
が
不
正
に
使
用
さ
れ
、
又
は
不
正
に
使

用
さ
れ
得
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
の
調
査
等
）

第
十
二
条

部
長
は
、
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
適
宜
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
、
企
画
調
整
担
当
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
画
調
整
担
当
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
部
長

に
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
企
画
調
整
担
当

部
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
下
水
道
局
長

佐
々
木

健

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
一
条
第
一

項
」
を
「
第
一
条
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
、
」
を
「
第
二
条
に
規
定
す
る
課
、
」
に
、

「
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
を
」
を
「
第
二
条
に
規
定
す
る
課
を
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
総
務
部
長
」
を
「
下
水
道
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
下
水
道
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
局
長
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
第
一
項
中
「
局
長
が
指
定
す
る
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
」
を
削
り
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
電

磁
的
記
録
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
局
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
局
外
に
送
信

す
る
」
を
削
り
、
「
施
行
文
書
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
は
、

法
令
等
」
を
「
は
、
東
京
都
下
水
道
局
電
子
署
名
規
程
（
令
和
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二

号
）
」
に
改
め
、
「
、
必
要
に
応
じ
て
」
を
削
り
、
「
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
」
を
「
同
規
程
第
二
条
第
一
号
」
に
、
「
行
う
も
の
と
す

る
」
を
「
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
規
程
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
二
項
の
」
に
改
め
、
「
押
印
」
の
下
に
「
又
は
電
子
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署
名
の
付
与
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号

東
京
都
下
水
道
局
電
子
署
名
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
下
水
道
局
長

佐
々
木

健

東
京
都
下
水
道
局
電
子
署
名
規
程

第
一
章

総
則

（
通
則
）

第
一
条

東
京
都
下
水
道
局
（
以
下
「
局
」
と
い
う
。
）
が
行
う
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

二

電
子
証
明
書

局
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

事
項
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体

署
名
符
号
（
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
を
い
う
。
）
及
び

電
子
証
明
書
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

四

当
事
者
型
電
子
署
名

電
子
署
名
の
う
ち
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
用
い
て
行
う
電
子
署
名
を

い
う
。

五

部

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
。
以

下
「
分
課
規
程
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
部
並
び
に
分
課
規
程
第
五
条
に
規
定
す
る
事

業
機
関
の
う
ち
下
水
道
事
務
所
、
水
再
生
セ
ン
タ
ー
（
森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
及

び
基
幹
施
設
再
構
築
事
務
所
並
び
に
東
京
都
下
水
道
局
流
域
下
水
道
本
部
処
務
規
程
（
昭
和
四
十

九
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
部
を
い
う
。

六

庶
務
主
管
課

部
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
る
課
を
い
う
。

七

庶
務
主
管
課
長

庶
務
主
管
課
の
長
を
い
う
。

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
及
び
適
用
除
外
）

第
三
条

局
が
行
う
電
子
署
名
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
が
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
性
を
確
認
で

き
る
も
の
と
し
て
企
画
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
電
子
署
名
を
付
与
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
章

当
事
者
型
電
子
署
名
の
取
扱
い

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
等
）

第
四
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
企
画
担
当
部
長
が
こ
れ
を
行
い
、
部
の
長
（
以

下
「
部
長
」
と
い
う
。
）
に
交
付
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
電
子

署
名
記
録
媒
体
交
付
申
請
書
に
よ
り
部
長
が
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
使
用
し
な
く
な
っ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
）

第
五
条

部
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
組
織
の
改
廃
、
更
新
等
の
た
め
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
引
継
書
に
よ
り
そ
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
企

画
担
当
部
長
に
速
や
か
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
画
担
当
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
署
名
符
号
及
び
電
子
証
明
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
抹
消
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
）

第
六
条

分
課
規
程
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
担
当
課
長
で
あ
っ
て
、
分
課
規
程
第
三
条
の
表
総
務

部
の
部
企
画
調
整
課
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
（
以
下
「
担
当
課
長
」
と

い
う
。
）
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
発
行
し
、
又
は
更
新
し
た
と
き
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ

る
東
京
都
下
水
道
局
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
を
作
成
し
、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
担
当
課
長
は
、
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体

に
係
る
東
京
都
下
水
道
局
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
の
指
名
等
）

第
七
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
取
り
扱
う
部
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と

い
う
。
）
を
置
き
、
庶
務
主
管
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

管
理
者
は
、
部
長
の
命
を
受
け
て
当
事
者
型
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
の
指
名
等
）

第
八
条

管
理
者
の
下
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
（
以
下
「
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

取
扱
者
は
、
管
理
者
が
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

取
扱
者
は
、
管
理
者
の
命
を
受
け
て
当
事
者
型
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

４

管
理
者
又
は
取
扱
者
（
以
下
「
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
管
理
者
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
行
す
る
。

５

管
理
者
は
、
取
扱
者
を
指
名
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
企
画
担
当
部
長
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
保
管
）

第
九
条

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
常
に
堅
固
な
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、

紛
失
及
び
不
適
正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
勤
務
時
間
外
に

あ
っ
て
は
、
金
庫
等
に
保
管
し
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
取
扱
者
以
外
の

者
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
）

第
十
条

当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
電
子
署

名
使
用
簿
（
以
下
「
使
用
簿
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付

与
し
よ
う
と
す
る
電
磁
的
記
録
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
に
決
定
済
み

の
起
案
文
書
（
当
該
起
案
文
書
に
係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
事
案
の
決

定
に
用
い
た
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
こ
と
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
添
え
、
管
理
者
等
の
照
合
（
以
下
「
電
子
署
名
照
合
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
照
合
を
行
っ
た
結
果
、
当
事
者
型
電
子
署
名
の
付
与
を
適
当
と
認

め
た
と
き
は
、
管
理
者
等
は
、
電
磁
的
記
録
に
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
型
電
子
署
名
を
付
与
し
た
と
き
は
、
管
理
者
等
は
、
決
定
済
み
の
起

案
文
書
の
公
印
照
合
・
押
印
欄
及
び
使
用
簿
の
付
与
者
欄
に
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

勤
務
時
間
外
に
あ
っ
て
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
使
用
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
章

補
則

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
の
事
故
報
告
）

第
十
一
条

部
長
は
、
当
事
者
型
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
直
ち
に
企
画
担
当
部
長
に
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
事
故
報
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
破
損
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
毀
損
又
は

パ
ス
ワ
ー
ド
の
忘
失
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

盗
難
、
紛
失
、
災
害
等
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
と
き
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
漏
え
い
し
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
が
不
正
に
使
用
さ
れ
、
又
は
不
正
に
使

用
さ
れ
得
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

（
電
子
署
名
の
取
扱
い
の
調
査
等
）

第
十
二
条

部
長
は
、
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
適
宜
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
、
企
画
担
当
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
画
担
当
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
部
長
に
報

告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
企
画
担
当
部
長

が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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